
広　 報 へ　　き

こんにち

は保健婦

です
健 康 は 自 分 で

作 る もの

健
康
管
理
と
い
う
こ
と
ば
が
日
常
使
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
健
康
管
理
と
は
、
あ

く
ま
で
も
自
分
自
身
の
問
題
な
の
で
す
。

次
に
あ
げ
る
五
つ
は
、
日
常
生
活
の
な

か
で
、
あ
な
た
の
健
康
度
を
容
易
に
チ

ェ
ッ
ク
す
る
メ
ヤ
ス
と
な
り
ま
す
。
も

し
、
あ
な
た
が
自
身
を
持
っ
て
こ
の
状

態
を
続
け
ら
れ
れ
ば
自
分
自
身
の
よ
き

健
康
管
理
者
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
。

一
、
毎
日
を
明
る
く
楽
し
く
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
。

二
、
つ
ね
に
「
か
ら
だ
」
の
調
子
が

い
い
。

三
、
つ
ね
に
「
こ
こ
ろ
」
が
豊
か
で

あ
る
。

四
、
自
分
の
仕
事
を
意
欲
を
も
っ
て

続
け
ら
れ
る
。

五
、
異
常
の
な
い
こ
と
が
医
学
的
に

う
ら
づ
け
ら
れ
る
。

昭
和
五
十
四
年
に
検
診
を
受
け
ら
れ

た
人
は
表
の
と
お
り
で
す
。

53年 に
比 べ 54 年

５ 人 増 184 人 循環
器

３ 人 減 190 人
胃

癌

６ 人 増 43 人
子

宮癌

ー
役
場
実
施
の
み
ー

毎
日
の
生
活
を
運
動
化
し
て
楽
し
く

お
く
ろ
う
！
！

め
ざ
め
な
が
ら

ふ と ん の 上 で 左 右 に 伸 び

ふと ん の上 で､足 ．
腕 の曲 げ伸 ばし

立 ち 上 が っ て

大 き く 伸 び

立 ち上が っ て
前後 に 曲げ

ふ と ん を 力 づ よ く

持 ち 上 げ 片 づ け る

お
休
み
前
に

ふと ん の上 に
座り 首 まわ し

ふと んの 上 に
座り 足 たたき

全身 の力 をぬ き深 呼吸

ふ とん の上 に
座 り腰 たた き

腹筋( 10回)

家
族
み
ん
な
で

交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

交
通
事
故
を
な
く
そ
う
と
い
う
祈
り

も
む
な
し
く
、
悲
惨
な
事
故
は
あ
と
を

絶
ち
ま
せ
ん
。

今
年
も
き
た
る
三
月
三
十
一
日
で
五

十
四
年
度
の
共
済
期
間
が
終
了
し
ま
す

の
で
、
町
で
は
五
十
五
年
度
の
会
員
を

募
集
し
ま
す
。

交
通
災
害
共
済
事
業
は
、
少
額
の
掛

金
と
充
実
し
た
内
容
が
特
徴
で
、
お
互

い
の
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。
万
一
に

備
え
て
、
家
族
そ
ろ
っ
て
加
入
し
ま
し

加
入
資
格
　
日
置
町
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
を
さ
れ
て
い
る
人
。
た

だ
し
、
他
の
市
町
村
に
転
出
さ
れ
て
も
、

山
口
県
内
の
全
町
村
間
及
び
新
南
陽
市

を
移
動
さ
れ
た
場
合
は
、
資
格
は
な
く

な
り
ま
せ
ん
。
資
格
の
な
く
な
ら
な
い

市
町
村
間
を
移
動
さ
れ
る
場
合
、
転
入

さ
れ
た
市
町
村
で
申
し
出
て
下
さ
い
。

共
済
掛
金
　
一
人
五
百
円
。
た
だ
し
中

学
生
（
昭
和
四
十
年
四
月
二
日
以
降
に

生
れ
た
者
、
同
日
以
前
に
生
れ
た
者
で

中
学
生
で
あ
る
者
を
含
む
）
以
下
の
子

ど
も
、
七
十
歳
以
上
の
老
人
（
明
治
四

十
三
年
四
月
一
日
以
前
に
生
れ
た
酋
）

は
三
百
円
。

共
済
期
間
　
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日

か
ら
昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
目
ま

で
。
途
中
か
ら
の
加
入
も
受
付
け
ま
す

が
、
掛
金
は
同
じ
で
す
。

加
入
手
続
き
　
受
付
け
は
役
場
総
務
課

管
理
係
で
行
な
っ
て
い
ま
す
。
部
落
長

さ
ん
に
と
り
ま
と
め
の
お
願
い
を
し
て

い
ま
す
の
で
、
「
交
通
災
害
共
済
加
入

申
込
書
」
に
記
入
の
う
え
、
掛
金
を
添

え
て
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
直
接
役
場

へ
こ
ら
れ
て
も
結
構
で
す
。

共 済 見 舞 金 額
等　級 災　 害　 の　　程　 度 金　 額

１ 等級 死　　　 亡 800, 000円

２ 等級 360 日以 上 の 治 療を 要 す る 傷 害 230, 000

３ 等級 300 日以 上360 日 未 満 の 治 療 を 要 す る 傷 害 180, 000

４ 等級 240日以上300日未満の治療を要する傷害 140, 000

５ 等級 180日以上240日未満の治療を要する傷害 105, 000

６ 等級 130 日以 上180 日 未 満 の 治 療 を 要 す る 傷 害 80, 000

７ 等 級 90 日以 上130 日 未 満の 治 療 を 要 す る 傷害 65, 000

８ 等 級 75日以上90日未満の治療を要する傷害 50, 000

９ 等 級 60 日以 上75 日 未 満の 治 療 を 要す る 傷害 40, 000

10等 級 45日以上60日未満の治療を要する傷害 32, 000

11等 級 30日以上45日未満の治療を要する傷害 23, 000

12等 級 21日以上30日未満の治療を要する傷害 15, 000

13等 級 14日以上21日未満の治療を要する傷害 13, 000

14等 級 ７日以上14日未満の治療を要する傷害 10, 000

15等級 ７ 日 未 満 の 治療 を 要 す る 傷害 7, 000

（ 備 考）　　 頸 部 損 傷（ い わ ゆ る「 む ち打 ち 損 傷 」 ） に つ い て は 、

原 則 と して ８ 等級 を 限 度 と して 支 給 し 、90 日 を 越 え て

な お 引 続い て 治療 が 行 わ れ てい る 場 合 は 、 ６ 等 級 を 限

度 と し て 支 給 す る 。

過 去 ３ 年 間 の 交 通 災 害 共 済 加 入 状 況 及 び 見舞 金 支 給

状 況 。

加 入 者 数 加 入 率
見　 舞　 金

件　数 支 給 金 額

52 年 度 3, 240 人 5 9. 1 % １２ 510, 000

53 年 度 3, 271 人 ６０２ ％ １６ 1, 727, 000

54 年 度 3, 460 人 64. 0 ％ １５ 1, 234, 000
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